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老
人
保
健
法
や
福
祉
医
療
費

に
関
す
る
条
例
の
改
正
に
よ

り
、
次
の
医
療
助
成
制
度
の
内

容
が
変
わ
り
ま
す
。
問
合
せ
は

医
療
助
成
課
（
０
７
９
８
・
３

５
・
３
１
９
２
）
へ
。

福
祉
医
療
費
（
老
人
・
乳
幼

児
・
母
子
家
庭
等
医
療
）
の
所

得
制
限
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
、

６
月
ま
で
は
平
成
１２
年
中
の
所

得
、
７
月
か
ら
は
平
成
１３
年
中

の
所
得
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
税
制
上
の
扶
養
控
除
を

受
け
て
い
る
場
合
、
１
人
に
つ

き
３８
万
円
を
加
え
た
額
に
な
り

ま
す
。

《
老
人
保
健
法
医
療
な
ど
の

外
来
時
一
部
負
担
金
》

老
人
保
健
法
医
療
と
老
人
医

療
の
受
給
者
が
医
療
機
関
の
外

来
受
診
時
に
支
払
う
一
部
負
担

金
の
支
払
限
度
額
が
、
４
月
か

ら
変
わ
り
ま
し
た
。

★
２
０
０
床
以
上
の
病
院
…

１
カ
月
５
３
０
０
円
（
３
月
ま

で
は
１
カ
月
５
０
０
０
円
）
▽

２
０
０
床
未
満
の
病
院
、
定
率

制
の
診
療
所
…
１
カ
月
３
２
０

０
円
（
３
月
ま
で
は
１
カ
月
３

０
０
０
円
）
▽
定
額
制
の
診
療

所
…
１
日
８
５
０
円
で
、
月
４

回
が
限
度
（
３
月
ま
で
は
１
日

８
０
０
円
で
、月
４
回
が
限
度
）

た
だ
し
、
医
療
機
関
外
の
調

剤
薬
局
で
薬
の
処
方
を
受
け
た

場
合
、
医
療
機
関
と
調
剤
薬
局

の
い
ず
れ
も
、
前
記
の
半
額
が

支
払
限
度
額
に
な
り
ま
す
（
定

額
制
の
診
療
所
を
除
く
）。

《
乳
幼
児
医
療
の
対
象
期
間
》

乳
幼
児
医
療
の
対
象
期
間
が

変
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
６

歳
誕
生
月
末
日
ま
で
で
し
た
が
、

６
歳
義
務
教
育
就
学
前
ま
で
に

拡
大
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

平
成
８
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
の
乳
幼
児
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

該
当
す
る
乳
幼
児
の
保
護
者

で
同
医
療
受
給
者
証
の
交
付
申

請
を
し
た
こ
と
が
な
い
人
は
、

４
月
２０
日
以
降
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
所
得
制
限
額
は
、
保

護
者
の
所
得
４
６
０
万
円
で
す
。

《
老
人
・
乳
幼
児
・
母
子
家

庭
等
医
療
の
所
得
制
限
》

老
人
・
乳
幼
児
・
母
子
家
庭

等
医
療
の
所
得
制
限
額
が
、
７

月
か
ら
変
わ
り
ま
す
。

★
老
人
医
療
…
本
人
の
所
得

２
３
５
万
円
（
６
月
ま
で
は
４

１
０
万
円
）
▽
乳
幼
児
医
療
…

１
・
２
歳
児
は
、
保
護
者
の
所

得
４
６
０
万
円
（
６
月
ま
で
は

６
２
１
万
６
０
０
０
円
）
。
３

歳
児
以
上
は
現
行
ど
お
り
、
保

護
者
の
所
得
４
６
０
万
円
▽
母

子
家
庭
等
医
療
…
扶
養
義
務
者

の
所
得
４
６
０
万
円
（
６
月
ま

で
は
６
２
１
万
６
０
０
０
円
）

県
は
、
県
営
住
宅
の
入
居
者

を
募
集
し
ま
す
。
問
合
せ
は
兵

庫
県
住
宅
供
給
公
社
阪
神
事
務

所
（
０
７
９
８
・
６
３
・
４
３

３
３
）
へ
。

【
募
集
戸
数
】
市
内
約
５０
戸

ほ
か【

対
象
】
申
込
者
本
人
が
県

内
在
住
・
在
勤
者
で
、
収
入
な

ど
の
資
格
要
件
を
満
た
す
人

（
災
害
公
営
住
宅
に
つ
い
て
は

被
災
者
優
先
枠
を
設
定
）

【
申
込
書
の
配
布
】
４
月
１７

日
か
ら
、
同
事
務
所
（
両
度
町

３
―
１
―
１
０
３
）
、
西
宮
市

都
市
整
備
公
社
入
居
管
理
課

（
市
役
所
南
館
１
階
）
、
各
支

所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

な
ど
で

【
申
込
】所
定
の
申
込
書
を
、

４
月
２２
日
〜
５
月
２
日
（
消
印

有
効
で
７
日
必
着
）
に
、
申
込

書
に
記
載
し
て
い
る
各
担
当
窓

口
へ
郵
送
を

医療助成制度の内容変わる県
営
住
宅
入
居
者
募
る

申
込
書
配
布
は
４
月
１７
日
か
ら

老健法医療の外来時一部負担金や
福祉医療費の所得制限など

市
営
住
宅
の

入
居
者
募
集

本
紙
４
月
２５
日
号
で

市
は
、
市
営
住
宅
（
一
般
向

け
と
被
災
者
向
け
）
の
入
居
者

を
募
集
し
ま
す
。

募
集
戸
数
・
応
募
要
領
な
ど

詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
紙
４
月

２５
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す

（
申
込
期
間
は
５
月
８
日
〜
２１

日
の
予
定
）。

問
合
せ
は
西
宮
市
都
市
整

備
公
社
入
居
管
理
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
７
１
８
）
へ
。

市
は
、
平
成
１４
年
度
分
の

「
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー

ジ
補
助
券
」を
交
付
し
ま
す
。

交
付
期
間
と
使
用
期
間
は
、

い
ず
れ
も
来
年
３
月
３１
日
ま

で
。
１
人
に
つ
き
、
年
度
中

に
１
回
申
請
で
き
ま
す
。

対
象
は
、４
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
民
登
録
か
外
国
人

登
録
を
し
て
い
る
７０
歳
以
上

（
昭
和
７
年
４
月
２
日
以
前

生
ま
れ
）
の
人
で
す
。
補
助

券
は
５
枚
つ
づ
り
で
、
「
西

宮
市
は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ

サ
ー
ジ
指
定
施
術
所
」
で
使

用
で
き
ま
す
。１
枚
に
つ
き
、

１
回
の
保
険
適
用
外
施
術
費

１
０
０
０
円
分
の
補
助
に
な

り
ま
す
。

申
請
は
、
印
鑑
と
身
分
を

証
明
で
き
る
も
の
（
健
康
保

険
証
や
寿
手
帳
な
ど
）
を
持

ち
、
地
域
福
祉
課
（
市
役
所

本
庁
舎
３
階
�
０
７
９
８
・

３
５
・
３
０
７
７
）
、
各
支

所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
へ
。代
理
申
請
の
場
合
、

対
象
者
と
代
理
人
の
印
鑑
と

身
分
証
明
が
必
要
で
す
。

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ

７０
歳
以
上
の
人
に

補
助
券
を
交
付

教
育
委
員
会
は
、
平
成
１４
年

度
の
高
校
、
大
学
、
専
修
学
校

高
等
課
程
（
中
学
校
卒
業
後
に

進
学
、
３
年
制
に
限
る
）
の
奨

学
生
を
募
集
し
ま
す
。

対
象
は
、
経
済
的
理
由
に
よ

り
修
学
困
難
な
生
徒
・
学
生
で
、

保
護
者
が
市
内
在
住
の
人
で

す
。
た
だ
し
、
保
護
者
の
平
成

１２
年
中
か
１３
年
中
の
総
所
得
金

額
（
両
親
の
所
得
を
合
算
）が
、

家
族
数
に
応
じ
た
基
準
額
以
下

の
場
合
に
限
り
ま
す
。

※
基
準
と
な
る
総
所
得
金
額

の
例
（
４
人
家
族
の
場
合
）
…

高
校
３
０
７
万
円
以
下
、
大
学

３
７
６
万
円
以
下
、
専
修
学
校

高
等
課
程
３
６
８
万
円
以
下

申
込
は
４
月
１２
日
か
ら
２５
日

ま
で
に
、
所
定
の
願
書
を
学
事

課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
８

５
１
）
へ
。
高
校
生
は
在
学
校

を
通
じ
て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。【

高
校
奨
学
生
】
対
象
…
高

校
生
、
高
等
専
門
学
校
１
年
生

〜
３
年
生
、
中
等
教
育
学
校
後

期
課
程
生
、
盲
・
聾
・
養
護
学

校
の
高
等
部
生
、
朝
鮮
高
級
学

校
生
。
定
時
制
高
校
生
は
本
人

が
市
内
在
住
で
あ
れ
ば
可
▽
給

付
額
…
公
立
は
月
額
５
５
０
０

円
、
私
立
は
月
額
１
万
１
０
０

０
円
。
返
還
不
要

【
大
学
・
専
修
学
校
高
等
課

程
奨
学
生
】
対
象
…
大
学
生
、

短
期
大
学
生
、
高
等
専
門
学
校

４
・
５
年
生
、
大
学
院
生
、
専

修
学
校
高
等
課
程
生
（
３
年
制

に
限
る
）
▽
貸
付
額
…
国
公
立

は
月
額
１
万
円
、
私
立
は
月
額

１
万
４
０
０
０
円
▽
返
還
方
法

…
卒
業
後
１０
年
間
で
半
年
ご
と

の
均
等
返
還
。
無
利
子
。
返
還

方
法
に
よ
り
３
分
の
１
を
免
除

す
る
制
度
あ
り

役
立
つ
情
報
が
い
っ
ぱ
い
�
ア
ク
セ
ス
し
て
く
だ
さ
い

高
校
、大
学
、専
修
学
校
高
等
課
程

奨
学
生
を
募
集
し
ま
す

国民健康保険制度の変更

世帯主が加入者でない場合

加入者を世帯主にできます

国
民
健
康
保
険
（
以
下
、
国

保
）
に
お
け
る
各
種
届
け
出
や

保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、

住
民
登
録
上
の
世
帯
主
に
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
世
帯
主

が
国
保
加
入
者
で
な
く
、
世
帯

の
中
に
国
保
加
入
者
が
い
る
場

合
で
も
同
様
で
す
（
こ
の
よ
う

な
世
帯
主
を
「
擬
制
世
帯
主
」

と
い
い
ま
す
）。

実
際
に
は
擬
制
世
帯
主
で
は

な
く
、
国
保
加
入
者
が
保
険
料

を
納
付
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
こ
の
た
め
、
国
保
加
入

者
か
ら
の
届
け
出
に
よ
り
、
国

保
制
度
上
の
世
帯
主
を
、
擬
制

世
帯
主
か
ら
国
保
加
入
者
に
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
次
の

要
件
を
満
た
す
な
ど
、
国
保
の

運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
限
り
ま
す
。

◎
擬
制
世
帯
主
が
、
保
険
料

を
完
納
し
て
お
り
、
変
更
に
同

意
し
て
い
る

◎
変
更
後
も
、
保
険
料
の
納

付
な
ど
義
務
の
確
実
な
履
行
が

見
込
ま
れ
る

届
け
出
方
法
な
ど
に
つ
い
て

は
、
国
民
健
康
保
険
課
（
０
７

９
８
・
３
５
・
３
１
１
８
）
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
政
情
報
な
ど
が
満
載
―
市

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ア
ド
レ
ス

は
１
面
題
字
参
照
）
に
、
新
た

に
２
つ
の
サ
イ
ト
を
開
設
し
ま

し
た
。
市
民
の
皆
さ
ん
、
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

�
市
民
課
�

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
最
初
の
画

面
で
「
住
民
票
等
届
出
情
報
」

を
ク
リ
ッ
ク（
選
択
）し
て
く
だ

さ
い
。
住
民
票
・
印
鑑
登
録
・

戸
籍
・
外
国
人
登
録
な
ど
、
市

民
課
業
務
に
関
す
る
様
々
な
情

報
を
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

住
民
票
な
ど
の
郵
送
申
請
の

方
法
も
掲
載
。
問
合
せ
は
市
民

課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１

０
５
）
へ
。

�
環
境
保
全
課
・
環
境
監
視

セ
ン
タ
ー
�

最
初
の
画
面
で「
環
境
情
報
」

を
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

環
境
学
習
や
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０

１
な
ど
市
の
環
境
事
業
の
概
要

を
は
じ
め
、
西
宮
の
自
然
や
環

境
用
語
の
情
報
な
ど
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。
一
部
申
請
書
の
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す
。
問

合
せ
は
環
境
保
全
課
（
０
７
９

８
・
３
５
・
３
８
１
８
）
へ
。

市のホームページ

２つのサイトが
新たに仲間入り

平成１４年（２００２年）４月１０日（３）


